
 

 日程第４ 一般質問 

○議長（武石善治） 日程第４、一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、発言を許します。２番、長井直人君。 

  （２番 長井直人議員 一般質問席登壇） 

○２番（長井直人） 議長より発言の許可をいただきましたので、これより私

の一般質問に入らせていただきます。 

 猛威を振るっていた雪もようやく落ち着き、村民の心にも雪解け水がじわり

と滲んできた昨今、今年の大雪は、中田村政には何をもたらしたのか。村民も

注目する新年度予算でありますが、その期待に応えられているのかどうか、私

の感想としては、やはり議員と村長では違うのかな、という印象でありました。 

 今回は、ぜひ新年度取り組んでいただきたかったことも含めましてご質問を

させていただきます。 

 １つ目の質問は、次の時代を担う子供たちのために、小・中学生の医療費の

無料化をお願いしたいということであります。今回、県の動きを見ながら北秋

田市で子育て支援に対する独自の施策として、３月議会に提案予定と報道され

ましたが、こうした積極的な支援は少子化の進む小さな自治体では取り組みも

容易ではありますが、大きな市では財政負担が大きく難しいとされております。

そうした意味でも子育て支援に対する北秋田市の取り組みには、個人的にも共

感するものがあり称賛いたします。 

 我が村においても前政権時の一般質問で取り上げ提案いたしましたが、受け

入れられず、現政権においても、９月定例会で少子化対策としての子宝祝い金

の見直しについて質問した際に触れてはいたのですが、今回の新年度予算には

反映されていない状況であります。県では小学生までの医療費の無料化として、

事業費として、これまでの未就学の子供３万８千人に、更に対象児童約４万

8,000 人を加えて総勢８万６千人分の県負担予算として７億５千万円を予算計

上しているようでありますが、これに照らし合わせて我が村の予算を計算して

みますと、我が村では小学生 76 人分の村半額負担分が約 120 万円、これに中学

生 65 人分を、全額村で負担した場合約 200 万円の増額なります。小中合わせて

約 320 万円の予算で可能であります。単純に子宝祝い金第３子２人に支払う分

でお釣りがきます。あくまでも予算的には概算ではありますが、これができな

い理由の方をむしろ聞きたいぐらいであります。 

 用途の見えない多額な現金の支給よりも、生活、子育てに直結した分野への

支援へシフトできないものでしょうか。また、少子化対策としての子宝祝い金

については、どのような形になったのでしょうか。減額して医療費の無料化へ、

また他の支援策へシフトしたのかどうか、お知らせ願いたいと思います。 
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 本題としては、まずは、今回新年度予算で県が示した小学生までの医療費無

料化へむけた県の半額助成制度へ賛同するのかどうか。 

 次に、村費を投入して中学生まで医療費の無料化を拡大できないものか伺い

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（武石善治） はい、村長。 

  （中田吉穂村長 登壇） 

○村長（中田吉穂） お答えいたします。長井議員の小、中学生への医療費無

料化とのご質問でございます。 

 おっしゃるとおり秋田県の福祉医療は、未就学児を対象にして、０歳児と市

町村民税所得割非課税世帯は無料としております。父または母の所得が 267 万

2,000 円以下の未就学児で０歳児と市町村民税所得割非課税世帯以外は、１レ

セプト 1,000 円を上限に自己負担としています。所得が 267 万 2,000 円を超え

る場合には、医療費の２割を自己負担することとなっております。 

 各市町村は、この県の対応に独自の優遇措置を講じており、村では、未就学

児については、全員無料としてきました。なお、県では８月以降について、小

学校卒業児童まで拡大することで検討していると聞いております。これまで同

様に所得制限や市町村民税所得割非課税世帯等の制約によって、自己負担がか

かるようになっております。 

 村では、これまでの考え方で、小学校卒業まで全員無料化することで、現在

検討を始めております。これについて、県の対応が確定した段階で、議会に相

談したいと思っております。 

 また、子宝祝い金制度についてでございますが、秋田県市町村少子化対策包

括交付金を活用して祝い金額を変更した経緯があります。あまりに高額な制度

で注目されてきましたが、平成 23 年度については、数字だけをみますと、その

効果があったようにも見受けられます。当該交付金については、平成 23 年度か

ら当面３年間実施することとしておりますので、来年度以降、交付金がなくな

ることから、現在、検討をしておりますが、増額した財源がなくなるわけであ

りますので、今までと同様の多額な祝い金支援は、財政上無理と考えておりま

す。しかし、村の大きな課題は少子化であります。ただ前に戻せばいいという

だけの問題でありませんので、財政的な考え方からいって、今の金額が無理で

あるならば、どの程度が適切なのか、これを今一度検討に入っている最中でご

ざいます。できれば平成 24 年度中に協議をし、平成 25 年４月１日から、新た

な制度で施行できないかと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 先ほど、長井議員からお話がありました中学校までの医療費の無料化につい

てでございますけれども、現在、200 万円ほどの予算規模が必要と、先ほどお

っしゃいましたけれども、こちらの試算もそう考えております。そういった意
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味で、議会との相談を行いながら、この件については進めていきたいなと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（武石善治） ２番、長井君。 

○２番（長井直人） 適切なご回答ありがとうございます。質問に対しては、

全て回答いただいたようで、大変ありがたく思っております。まず、小学生ま

での医療費の無料化については、現在検討しているということで、ご回答いた

だきました。大変ありがたいことだと思いますので、ぜひとも県の動向を見な

がら、その都度、相談をかけていただければありがたいなというふうに思って

おります。 

 また、子宝祝い金については、現行の助成制度があるまでは、このまま継続

するということで、平成 25 年４月以降、新たに適正な金額を検討して施行して

いきたいということでありますので、この回答についても納得いたしておりま

す。しかしながら、数字だけをみれば、ある程度効果がでているということで、

ご回答いただきました。確かに微増しておりますけれども、やはり子宝祝い金

事体の使用方法が、こればかりはもらった方の自由ですので、そこまで縛りを

つけるわけにはいかないのですが、やはり子供のために使われてないという現

状もあるようですので、こういったところも、今後、こういった支給には検討

を加えていくべきではないのかなというふうに感じております。 

 やはり、子育てしていくうえで、必要なところに必要な助成をしていくのが、

本来あるべき姿ではないのかなと感じておりますので、そういったところも合

わせて一緒に検討していければと思っております。 

 また、中学生までの医療費の無料化についても、議会と協議していきたいと

いうことであります。確かに、金額的にはほかのものからみれば本当に微々た

るもので、これで医療費が無料化できるのであれば大変ありがたいことであり

ますけれども、正直、医療費というのは、子供たち全てが均等に使うわけでは

ありません。そういった意味では、他にもっと有効に使うところもあるのでは

ないかと思うのですが、やはり、子宝祝い金制度等の減額も考えているのであ

れば、その平成 25 年度、４月以降の新しい施行に合わせて、こういったところ

にも着手していただければ大変ありがたいなというふうに思いますので、今回、

小学校等と一緒でなくても結構ですので、できれば中学生まで、人数的にも少

ない子供たちですので、そういったところも配慮していただければ大変ありが

たいなというふうに思いますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。

これで 1 つ目を終わられていただきます。 

 続けて２つ目の質問に入らせていただきます。 

 北鷹高校と北秋田市民病院への直通バスの運行についてであります。 
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 これについては、６月の一般質問でも触れさせていただきました。確かに全

村民に該当する案件ではないものの、後者については、いつ何時誰が救急で運

ばれるかわからないのは確かで、近隣に救急病院が他にない我が村では、本人

に限らす゛家族がかかる可能性は限りなく大きく、実際に通うようになって痛

切に感じる不便さだと思います。 

 あせためていうまでもなく、この両施設については、我が村からアクセスも

悪く、利用者にとっては利用しづらい現状にあります。幸いどちらも登校、開

院前には到着できるように運行されてはいますが、時間がかりすぎるようであ

ります。更に、高校の統合により、これまで分散していた我が校出身の高校生

が北鷹高校に集まり、それに加え、今では我が中学校卒業生の半数以上が志望

し、入学する現状においては、自宅から通う生徒たちの通学のための交通機関

の確保は切実な問題であります。 

 体調を崩して病院へ通院する患者しかり、時間のかかりすぎる路線バスでの

通院は、苦痛以外のなにものでもありません。 

 ６月質問以降、当局内で、また公共交通会議の中で、どのような協議された

かどうか。 

 平日の朝１本ずつ、もしくは合わせて１本でも運行してもらえるように、再

度検討していただけないものでしょうか。 

 有償運送で空気を運んで経費を無駄に使うよりも、デマンド型タクシーで空

港や内陸線へのアクセスに利用料の倍額以上の補助金を支払うよりも、村民が

必要とし利用する路線の確保こそが必要と考えます。助成金等かかりましにな

る部分は、増額してでも検討する余地はあると思うのですが、いかがでしょう

か。よろしくお願いします。 

○議長（武石善治） 村長。 

  （中田吉穂村長 登壇） 

○村長（中田吉穂） お答えいたします。北鷹高校、北秋田市民病院の直行バ

ス運行できないかというふうなご質問でございます。鉄道のない本村にとって

は、生活バス路線が唯一の公共交通手段であり、村民の生活基盤として重要な

役割をはたしてまいりました。過去には通学者保護者との契約により昭和 45

年に米内沢高校、昭和 50 年に合川高校でスクールバスを走らせた時もありまし

た。しかしながら、マイカーの普及や少子化による児童、生徒の減少などから、

バス利用者の減少傾向に歯止めがかからず、補助金の交付等によりバス路線の

維持に努めているでございます。 

 現在のバスダイヤでは、沖田面を起点に北鷹高校まで約１時間 20 分、北秋田

市民病院まで約 50 分かかり、マイカーの便利さと比較しては、バス利用者にと

って不便を感じるものと思っております。 
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 バス事業者が直通バスを運行する場合について、事業者に問い合わせたとこ

ろ、運行のために新規に車両１台、乗務員１人の手配が必要となり、多額の費

用が必要となるということでした。また、この路線は赤字路線のため村と北秋

田市が路線維持のために補助金を支出しております。そのため、仮に直通バス

の運行が実現した場合には、この補助金の大幅な増額につながることが予想さ

れます。つまり二重の出費が生じてくるわけでございます。 

 また、バス事業者に代りバス路線区域に市町村が有償運送する場には、地域

公共交通会議に諮る必要がありますが、事業者との理解を得ることは難しいの

ではないかと思われます。仮に運行できたとしても直通バス運行の場合と同様、

既存路線の乗車人員の減少による赤字拡大、そのことによる市村のバス路線維

持費補助金増額等につながり、実現は難しいと考えます。利用者の利便性につ

きましては、バス事業者や地域公共交通会議等に諮りながら、地域における需

用に応じた旅客輸送の確保、その他サービスの提供に努めていきたいと思いま

す。 

 同時に、市町村有償運送をはじめ、大館能代空港や内陸線のデマンド型タク

シーの運行形態や料金の見直しについても協議していきたいと思います。ただ、

先ほど長井議員がおっしゃられましたけれども、時間が長いのは全て無駄だと

いうふうなお考えは、私は間違っているのではないのかなと思います。バスが

不便でも、例えば、今農林のスキー監督をしております古谷君は、この３年間、

鷹巣農林まで自転車で通学をし、そうした立派な指導者になっている、そうい

う現実もございます。不便がかえってその人間の精神を鍛えるということもご

ざいますので、全てが便利な世の中に流れていくのはどうかなと、私はこの地

域の子供たちが、やはりこの逆境を克服しながら、一人一人がいろんな形で新

しい力をつけていただくような、そういう体制もまた必要ではないかなと考え

ております。もちろん、バス路線が増便になり、そして僅かな出費であれば、

行政としてこれに反対するつもりは毛頭ございません。 

 ただ、ではその部分についておやごさんが出費をしてくれるのかと、こうな

りますとなかなかその点は難しいのでないのかなと。前にも長井議員の一般質

問にお答えしまた北鷹高校の約 47 人の方々がバスを利用するという方は、たっ

たの４名でありました。私は、交通費、例えば定期券の補助金等考えて見まし

たけれども、こういった状況ではなかなか前に進めない。やっぱりマイカーに、

便利さに浸っていればどこまでも、そういう形になるのではないのかなと考え

てしまいます。個人的な考えですけれども、なかなか今現状の中でこのバス路

線を増便し、そして長井議員のご質問にお答えできるような状況にございませ

んので、どうかご理解のほどをお願いいたします。 

○議長（武石善治） ２番、長井君。 
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○２番（長井直人） ご答弁ありがとうございます。６月議会の時とあまり変

らないようなご回答ということで、確かに 6 月の時も私も話しました。どこま

で行政で面倒をみればいいのか、そこまで面倒をみるべきものなのか、やはり

村外から出て高校へ行っている子供は下宿をしたり、また当然近隣駅まで親が

送り迎えをして、そこから電車で通学したりということで、単に村内から通っ

ているからそこまで援助を受けられるのかというようなところもありますので、

非常に難しい問題ではあろうかと思います。しかしながら、村から通える高校、

そこに対して交通機関があるかどうか。また、近隣の駅から電車を使って高校

へ通う場合に、そこの駅まで行く路線が、村として確保されているかどうかと

いうのは、非常に大きな問題で、これは単に利用者が多いから、少ないから、

そういった問題ではなく、やはり村としてそういった交通機関がしっかり確立

されているのか、整備されているのかというところも非常に今後とも検討して

いかなければならない課題ではないのかな。そういうこともあって当然こあに

号を運行したり、デマンド型タクシーを使っているわけでありますが、なかな

か厳しい現状ですので、どれがどのような形で正解なのかいうようなこととな

れば、実際に運行してみなければ分からない、やってみなければ分からないと

いうこともあろうかと思います。 

 しかしながら、この件に関してはまだ事業者がいる路線でありますので、事

業者にも利益を上げてもらえるような形、利用増を狙えるような形で村が逆に

提案していくというような方向もひつではないのなかというふうな思います。

やはり不便であるから利用者が４人しかいない。時間がかかりすぎて、高校ま

で１時間 20 分もかかるようであれば、もう村外へゆっくりいけるわけです。村

から一番近い高校を選択した意味がない。そういったところもありますので、

やはり利便性をよくして利用者増を狙うために、そういった現行路線の見直し

も含めて検討していただく。また、それに対して不足があるようであれば村で

幾らか助成をしていくというような、逆の提案の仕方もまたしかりではないの

かなというふうに考えます。時間が長いのが全て無駄というわけではなく、こ

れは目的に応じた高校へ通う生徒を、また病院へ通院する患者にとっては時間

が長いというのが非常に苦痛であるというような言葉でありますので、古谷さ

んの例を上げて説明をいただいたわけですけれども、そういう方も中には数名

いらっしゃいます。私も個人的に伺っておりますし、ほかの方でもそういった

ことはされていた人もいるようでありますけれども、やはり昔と違い、昨今で

は学校の方でも縛りが厳しく、そういったことは許可しないような流れになっ

てきております。そういったこともありますので、現在の状況も含めまして、

ぜひとも今後交通会議等でも検討していただきますように、再度お願い申し上

げたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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○議長（武石善治） 村長。 

  （中田吉穂村長 登壇） 

○村長（中田吉穂） お答えしたいと思います。バス路線、人数が増えるとい

うのであれば考える予知があるわけですけれども、限られた方が利用されると

いう中で、１つが便利になれば当然そこに集中すれば次の路線が空いてしまう。

そういう形になると思います。時間を早くするということは、私は陸運局のも

のでもございませんので、スピードを、例えば 40 キロのものを 50 キロでバス

路線を走っていいのかというふうなこともわかりませんし、それからまた、今

上仏社とか中五反沢でも走っている路線を、はたしてこれを取り止めてもいい

のかと、こういう問題も発生してくるのではないかなと思います。 

 それから、上小阿仁村だけの問題ではなくて、合川地域を経由したり、森吉

地域を経由するという形になろうかと思います。当然、北秋田市との協議、ま

たその路線を利用している住民の方々との協議も必要になってくるのではない

のかなと考えております。そういった意味でも、まずいろいろな考え方を検討

しながら再度また長井議員のご質問の趣旨に沿えるような形になれればいいな

と思ってはおりますけれども、協議をしてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（武石善治） ２番、長井君。 

○３番（長井直人） ありがとうございます。ぜひとも今年１年また公共交通

会議等で検討していただければと思います。また、集落座談会や学校の方でお

願いしてもいいと思いますけれども、動向調査等をしていただきまして、そう

いった場合には、どの程度利用されるのかどうか、これに関しては、病院の方

は流動的ではありますが、学校に関しては人数がある程度見込めますので、そ

の分利用増は当然見込めます。これに関しても運行の仕方しだいですので、公

共交通会議で、公共事業者がいるわけですので、非常にすり合わせも難しいか

とは思いますが、提案としては日中のその路線を削減して、朝の部分に回して

いただき、空いた日中の空白の部分だけはこあに号がありますので、村内の有

償循環を許可してもらうとか、そういったいろいろな方向性も考えられますの

で、ぜひとも検討していっていただければと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 これで２つ目の質問を終わります。 

 それでは続けて３つ目の質問に入らせていただきます。 

 旧沖田面小学校の利活用と今後の方向性について伺います。 

 学校の統合併設以来、空校舎の利用については、村としても大きな課題であ

り、この５年間模索し続けてきたはずであります。前村長にも質問した経緯は

ありますが、検討の結果、利用の目途が無く取り壊しも含めて検討すると回答
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をいただいておりました。どう引き継ぎされたのかは分かりませんが、村長自

身も議員でしたので、懸案事項のひとつではなかったかと思います。村長就任

後、どのような検討をして、どうするのか、考えをお知らせ願いたいと思いま

す。 

 とりあえずここでお願いします。 

○議長（武石善治） 村長。 

  （中田吉穂村長 登壇） 

○村長（中田吉穂） お答えします。旧沖田面小学校の利活用について、どの

ように検討してきたかと。多分、私も前に一般質問をした経緯もございますし、

また、長井議員が前の小林村長に一般質問した内容も全部分かっております。

この学校については規制がございました。60 年間という長い期間の規制があっ

たわけですけれども、その２分の１、半分 30 年を経過するまでは教育施設とし

て使用しなければ返還金を求められるということでございまして、それまで民

間や他の施設に利活用できないというふうな状況であったと、私は認識してお

ります。そのような中で、昨年から、沖田面小学校については教育財産として

きたものを普通財産として、今度は総務課の方で管理をしております。 

 村では、これまで自立計画などの中で、いろいろ利活用を検討してきました。

しかし有効な利活用策が無いまま現在にいたっております。全面取り壊しにつ

いては、多額の予算が必要なことからできないでおります。ただ、老朽化が進

んでいるプール更衣室については、平成 24 年度に取り壊しを予定しております。 

 現在のところ校舎は危険な状態ではございません。公立学校施設の財産処分

の規制もなくなりましたので、民間の活用などの期待をしている状況でござい

ます。 

 幸いに今年１月、大館市の業者から内職の場所として旧沖田面小学校の一部

を借りたいというふうな問い合わせがございました。そういった形で民間業者

に希望があれば貸していきたいなと今思っておりますし、そのような形で進め

たいなというふうにしております。 

 以上です。 

○議長（武石善治） ２番、長井君。 

○２番（長井直人） ありがとうございます。今総務課管轄でしたか、23 年か

らですね。空き校舎の利用については、国の補助制度もありまして、多種多様

な事業展開がされております。これは成功事例がかなりインターネットでも出

ていまして、国の方の成功事例ということでいろいろあげられております。内

容的には、それほど突出したものでもないのですけれども、空き校舎を有効的

に継続して利活用しているということで、国の方から半額助成制度があったと

いうことで、いろいろのっているわけでありますが、継続していくのが大変で
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一部休んでいたりとか、そういったところ時期的に休業したりというようなと

ころもあるようで、非常になかなか難しさも感じられるわけでありますけれど

も、村の方では、そういった事業としても取り入れなかったということで、今

回、未来づくり協働プログラムということで、５年間の県の助成を受けていろ

いろ計画されるということで、村外からも人口の流入を図るということではあ

りますけれども、そういったときにも有効利用できる施設というのが、村の方

になかなか臨機応変対応できるところがなくて、非常に難しいところではない

のかなというふうに思います。 

 そういった時に、宿泊にも使え、体験学習的なものも行えるような施設とし

て準備できていればよかったのかなというようなことも思うわけでありますが、

これ事体は今だからどうというわけではなく、今後、村の構想の中で、村に村

外から人を呼ぶために、ではどこをどうしていくのか、そのためにどういった

施設が必要なのかということを考えれば、沖田面の小学校の施設が必要なのか

どうかというところも見えてくるのではないのかなというふうに考えておりま

す。 

 当初、解体も含めて検討するということで、そういうような形で方向性が見

えてきていた中での民間企業への貸し出しも検討していきたいという今回の動

きですので、そこのところを今一度伺いたいなというふうに思います。 

 村長は、民間企業の貸し出しに期待しているというようなことではあったわ

けではありますが、、幸い大館市の業者が一部貸し出しをして欲しいということ

で来ているようであります。どの程度使って、どのような形にするのか、非常

に施設自体が大きいものですから、部分補修というわけにはいかないのではな

いのかなというふうに考えますので、業者の方の予算がそれに伴えばいいので

すが、他の施設、該当するような施設がなかったのかどうか。再度伺いたいな

というふうに思います。 

 また、貸し出しも含めて今度民間の方にできれば配慮していきたいというよ

うな意向ではありますが、実際、村としてそういった動きをしているのかどう

か。こういった施設がありますよと、こういったものに使いませんかというよ

うな呼びかけなり、募集はかけているのかどうか、その辺についても伺いたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（武石善治） 村長。 

  （中田吉穂村長 登壇） 

○村長（中田吉穂） お答えしたいと思います。この校舎の活用につきまして

ですが、ほとんど全部貸すというふうな形にはなっておりません。業者側で必

要な部分、特に理科室と更衣室、その従業員の休むところがあれば、あとトイ

レというふうな形で使用できるところを使用したいと。当然、現在は電気も水
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道も、もう全部取り外しというふうな形になっておりましたので、その辺は業

者にも自分方でやれますかと、村では貸し出しはしますけれども、そういった

面でのお手伝いはしませんと、それでも結構ですと、自分方で使う分に対して

電気を引いて、その部分に対しての水道と下水道は使わせていただきたいとい

うふうなお話でありましたので、そういうことであれば使っていただければあ

りがたいなというふうにお伝えをしております。 

 また、旧沖田面小学校関係ですけれども、スキー場のヒュッテに関しては商

工青年部、またグランドに対しては老人クラブのグランゴルフの愛好会が使用

しておりますし、体育館の下の野球部の部室に関しては、その老人クラブのグ

ランドゴルフの愛好会が休憩施設として、また道具を一時預かりするというふ

うな形で管理をしております。できれば、将来的には、私個人の考えですけれ

ども、その水耕栽培とか、そういったものに施設を活用できないものかと、こ

れまだ議員の皆さんも相談しなければならないし、また、民間でそういう意欲

のある方がおられれば、そういった方面にも考えていければなと考えて、今お

ります。まだ施設は、教育委員会から 12 月に総務の方に移管なったばかりです

ので、これからいろいろ意味で活用をまたさらに検討を加えてまいりたいなと

考えいるところですので、よろしく議会の方でもご検討いただければありがた

いなと思っております。 

 以上です。 

○議長（武石善治） ２番、長井君。 

○２番（長井直人） ありがとうございます。全部ではなく一部貸し出しとい

うことでお話をいただきましたが、他に該当する施設がなかったのかどうか、

その辺のところはお答えがなかったわけでありますが、実は具体的には僕も金

額までわからないのですが、いま倉庫になっていますけれども、これが実際、

業者が入って利用するとなれば、建物として今度維持管理費がかなりかかるよ

うなお話が、前に倉庫に変えるときに伺っていたように思います。そういった

経費も今度村の方にかかってくるのではないのかなというふうに思いますし、

この事業者が部分的に使う話を聞けば、もう３分の１ということで、その事業

者のためにわざわざそこを建物として戻して利活用する必要があるのかどうか、

当然、電気料金の基本料金も施設としてはかなり高額の料金だと思いますし、

水道にしてもかなり使っておりませんので、水漏れも心配されます。業者が直

すとしても一部だけ直して使えればいいのですが、どこがどう故障しているの

か、それも皆目検討もつきませんし、そういった意味でも非常に使い勝手が悪

いのではないのかなというふうに思いますので、どの程度検討されて、沖田面

小学校を貸し出しする予定にしたのかどうか。その辺のところが今いちつかめ

ないなというふうに感じております。 
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 施設自体を有効的に使えるのであれば、当然、借りる業者の方である程度予

算的なものもやってもらえると思うのですが、一部となればどこまで村で、ま

た事業者でもつのか、そういったところも非常に難しくなってくるのではない

のかなという懸念があります。そういった意味ではも今一度詳細について検討

していただきまして、該当する施設があるようであれば、そちらの方をより使

い勝手の良い施設を使っていただくのがいいのではないのかなというふうに思

います。 

 また、これを機会に民間の事業者に貸し出していきたいということではあり

ますけれども、実際これまで検討してきても、そういった借り手がいなかった

わけであります。特に公募したわけでもなく、そういった動きをしたわけでな

いのですが、建物の現状とかかる経費を考えて、そういった結論に向っていた

もと推察しておりますので、やはり、これに関しては再度当局の方でいろいろ

助成事業を調べて、そういった今後の使い道を見出せるのであれば、当然残し

て有効利用していければ大変ありがたいことだと思うのですけれど、やはり、

現状のままでは、今まで申し上げたとおり非常に難しいのが現状であります。 

 そういったところも踏まえまして、再度検討していただきまして、報告して

いただければありがたいなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（武石善治） 村長。 

  （中田吉穂村長 登壇） 

○村長（中田吉穂） お答えします。この事業者は、まだ従業員が集まらない

と、内職関係ですけれども、埼玉の社長、副社長も、村長室まで来ていろいろ

お話をしました。それで、できれば自分方は場所的にはそんなに大きな場所は

必要としないです。ですから、10 人ぐらい入れるところで、そしてまた、ある

程度綺麗なところであれば、食品を扱うということですので、そういった意味

で見ていただいたわけでございますけれども、その時に、ここはすごくいいと、

こういうところであれば、もし人が集まって使用させてもらえるのであれば大

変ありがたいというふうなお話がございましたので、そういった意味でもしよ

かったら使ってくださいと。そのかわり村では水道も電気も、それは事業者が

全部をやる必要はないと、その自分方が使う分だけの設備投資で結構です。学

校全部に電気をやる必要もないし、今電気も全部はずしましたので、電線が沖

田面小の中に電気が入っていかないというふうな状況になっておりますので、

新たに外部電柱から引っ張ってこなればいけないというふうな状況になってお

りますし、水道に関してもそのような状況ですので、本管から自分方が使う分、

例えば、13 ミリでも、20 ミリでもそれを外部から引き込むと、それの工事は私

方がやりますというふうな形で、村にはそういった費用負担はお願いしないと

いうふうな状況でございます。ですから、他の施設といいましても、私方に紹
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介できるそんなに多くの施設があるわけではございません。食品を扱うという

ことと条件が、水を使うと、できるだけ綺麗な環境の中でやりたいということ

ですので、最適ではないのかなと考えております。 

 ただ、なかなか募集しても人が集まらないというふうな状況下で、さらに３

月中に、夜にもう一度募集してみたいというふうなお話がございましたので、

どうかよろしくお願いしますというふうな形で、再度お願いはしております。 

 以上です。 

○議長（武石善治） ２番、長井君。 

○２番（長井直人） ありがとうございます。電気にしても水道にしても、配

線を新しくしてもらったり、水道も本管から引き込んでもらうというようなこ

とで簡易ですみそうではありますけれども、実際これをやってしまうと、今度

沖田面小学校を民間に利用してもらうというときに、ではそれもその都度本管

から、また近くの電線から電気を引いてやってもらうのかというようなことに

なりますので、どうも今後の沖田面小の民間利用とリンクしていないような感

じがしてならないわけであります。やはり経費の削減のために倉庫にしたわけ

ですので、そのかかる経費が、あそこを貸すことによってどの程度なのか、そ

ういったところも当然明示していただきたいなというふうに思うわけでありま

すが、該当する施設がないということで、村長もおっしゃいました。確かに旧

小沢田小学校にしても２階に上がらなければいけないということで、大変不便

なわけでありますし、ただ、実際今は管理委託になっておりまずか、加工施設

も村にはあるわけであります。今ちょうど広告も出そうとしておりまして、見

てみますとその利用も短期のようでありますので、１年間継続して使うという

うわけではないようですので、そういった意味では管理委託にはなっておりま

すが、村として、そういったことで使いたいと、職場の創設ということでぜひ

とも受け入れたいということでお願いする分にはやぶさかではないのかなとい

うふうな気もしております。 

 ですので、そういった経費的な面、また村としての今後の沖田面小学校の利

活用の方向性も踏まえて再度村の方向性を示していだきたいなというふうに思

いますので、実際、この業者も今募集しておりまして、何時から何時というの

はまだ分からないかとは思います。ですので、そういった説明会の状況によっ

てというところもあろうかと思いますので、そういったところも踏まえて、再

度議会の方にも報告または協議をしていただければありがたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 これで３つ目を終わらせていただきます。 

 それでは４つ目の質問に入らせていただきます。杉風荘の民営化についてと

村長が就いている社会福祉協議会会長職の見直しについてであります。 
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 これについても前村長の時に懸案事項であり、当時から検討していたように

思うのですが、村長が代わったとしても、議員だった中田村長が就任されたこ

とで、24 年度にも民営化が実現できるのではないのかなというふうに感じてい

たのですが、少しばかり残念です。新年度予算においても思いのほかスローペ

ースで残念に感じております。杉風荘の民営化についてはどのような引き継ぎ

を経てどこまで検討されているのでしょうか。 

 民営化に伴う現在の職員の取り扱いと福祉面への村としての更なる展開は考

えているのがどうか、お知らせ願いたいと思います。考え、構想があるようで

したらお知らせ願います。加えて福祉事業においては多くの有資格者が必要と

されております。村としても資格取得のために補助を出して人材育成をしてお

ります。他にも村内には自身で資格を取得し眠っている人材もあるようであり

ます。資格別の募集や有資格者別の求人等、有資格者を有効に利用した施策の

展開も必要と考えますが、いかがでしょうか。 

 最後に、村長もご存知のこととは思いますが、ＮＰＯ団体との福祉タクシー

事業の契約や公共交通廃止路線への有償運送こあに号の運行事業の委託の時に、

村長自身が社会福祉協議会の会長であるということで、理事会等の事前協議も

しないまま強引に提案し、社会福祉協議会自体も、村長の思うがままに運営し

ているかのようなやり方は、村が補助金を出している関係上好ましくないと考

えます。中田村長がそうだと申しませんが、村長が村の行政執行していく上で、

村長の兼務、あて職としてではなく、村内若しくは村外の有識者に社会福祉協

議会会長職を務めていただいた方がより効率のよい充実した福祉サービスが行

えるのではないかと思うのですが、いかかでしょうか。 

よろしくお願いします。 

○議長（武石善治） 村長。 

  （中田吉穂村長 登壇） 

○村長（中田吉穂） それでは、杉風荘の民営化と社会福祉協議会の会長職の

見直しについての質問にお答えいたします。 

 行政改革の中で民間にできることは民間でとの、こういう答申を受け、これ

までの施設の民営化を行政では進めたいと考えてきたと思いますが、杉風荘の

職員の問題、移譲先の問題等があり、現在まで先送りされてきた思っておりま

す。しかし、今のままの雇用状況や勤務体系などでの運営では、より良い運営

に向かっていくことができないと、私は考えております。そのような状況を改

善するために社会福祉協議会に移譲できたらと思っているところでございます。

また、社会福祉協議会の理事会においてもご理解をお願いしてまいりました。 

 介護保険制度の改正により、今後、厳しさが予想される社会福祉協議会の運

営環境を、業務拡大により克服できればと考えております。 
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また、杉風荘、社会福祉協議会双方の人事交流ができるため、人事の硬直化防

止につながるものと思います。 

 民営化に伴う職員の取り扱いにつきましては、もっとも厳しい課題ではない

かと思います。そのため、この課題を含め、他に村が抱える人事、雇用につい

ての諸課題を総合的に検討するための庁舎内における検討委員会を設置したい

と考えております。 

 民営化にあたっては、この他、様々な検討事項が出てくると思いますが、議

会のご意見も伺いながら、できれば私の任期中に目途をつけられるよう努力し

てまいります。 

 福祉面への更なる展開は考えているのか、有資格者の有効活用をした施策を

ということでありすまが、民営化後の運営については、社会福祉協議会が負う

ことになりますので、村でどうするということは言えませんが、当然、そうし

た施策を展開することによって、民営化のメリットを発揮していかなければな

らないものと考えております。 

 社会福祉協会会長職を、村長の兼務ではなく有識者にお願いできないものか

ということについてでありますが、できれば私も。そう願っております。社会

福祉協議会会長職は、村長になれば自動的に就任する、いわゆる「あて職」と

いうことではございません。社会福祉協議会の評議会、また理事会など、社会

福祉協議会が定める手続きにより選任されているものであります。したがって、

この場で兼務する、しないという答弁はできませんので、ご理解をお願いいた

します。 

○議長（武石善治） ２番、長井君。 

○２番（長井直人） 大変失礼申し上げました。あまりにも前村長が自身の主

張をとおしていたもので、そういった形であて職的なものということになって

いるような感覚がありまして大変失礼をいたしました。 

 これに関しては、そういった理事会、評議会で決められておるようでしたら、

大変断るわけにもいかないのかなというところもありますので、やはりそうい

った理事会、評議会の中で村長がふさわしいということでしょうから、それそ

れとして受け止めておきたいと思います。 

 そこで民間でできることは民間でということで、社会福祉協議会に移譲を考

えているということでありますけれども、大変社会福祉協議会にとっては、確

かに多様性も出て活動の幅は広がるような気がするわけでありますが、現在の

状況で引き受けて、非常に大変になるのではないのかなというふうに感じると

ころであります。ということで、庁舎内で検討委員会を立ち上げて検討してい

くと。中田村長の任期中に以降３年間で結論を出したいということではありわ

けですけれども、私としては、できればもっと早く、３年といわず１年ないし
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は２年で結論を出していただければ大変ありがたいなというふうに思うわけで

すけれども、やはりそういった形で移譲したあとも責任を持って見届けていっ

ていただきたいなというところもありますので、ぜひとも早期に対応していた

だきたいというふうに思います。 

 急げばいいというものではありませんので、非常に難しいところもあります

けれども、私の意見も踏まえて提案させていただきたいと思いますけれども、

村としての今後の福祉面への展開については、お答えいただけなかったわけで

はありますが、本来であれば社会福祉協議会に移譲するよりも、民間で引き受

け手を公募した方がより効率的で、新たに民間で現施設を自分たちの都合のい

いような形で経営し、改修していくというような形がより望ましいのではない

のかなというふうに感じております。 

 福祉面においてもまだ売り手市場でありますので、いくらかそういった余地

があるのではないのかなと、なかなか上小阿仁まで来てくれるところがあるの

かどうかは、微妙なところではありますけれども、そういった方法もいいので

はないのかなというふうに感じているところであります。 

 そういった動きはないまま、こういった形で社会福祉協議会に移譲すること

で検討されているわけではありますが、私としては、村として新たに同規模の

ユニット型の施設を建設し、職場の創設を図る方がより建設的ではないのかな

というふうに感じているところであります。 

 社会福祉協議会によるサービスの多様化を図り、高齢化村の今後の発展と充

実を考えれば、新たに新設をした施設を社会福祉協議会に権限移譲し、現在の

特別養護老人ホームは、民間へ譲渡、売却した方がより理想的であり、どちら

にしても現在の職員の待遇、処遇も心配ないというふうに感じているところで

ありますが、いかがでしょうか。 

 例え、社協に権限移譲したとしても、現在の職員については、村からの出向

ということにすれば、待遇も処遇も問題はないはずでありまして、民間の方へ

譲渡、売却の場合においても職場研修ということで出向扱いにして企業側にお

願いすればよいのではないのかなというふうに感じております。企業としても

経費を掛けることなく、有資格者、慣れだ人材が得られるということで、大変

企業としてはありがたいのではないのかなというふうに思いますので、悪い話

ではないのではないのかなというふうに感じているところであります。 

 我が村の今後の行財政サービスについては、スピード感が大事と認識してお

ります。これまでの懸案事項ででき得るものは、早急に再度検討協議して、ぜ

ひとも早めに取り組んでいっていただきたいと。後手に回って先送りになった

り、そうした形で取り組みが遅れていった場合は、どんどん、そのもの村の状

況に影響してくるというふうに感じておりますので、ぜひとも３年といわず、
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早期に検討して実現していただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（武石善治） ２番、答弁もらいますか。はい、村長。 

  （中田吉穂村長 登壇） 

○村長（中田吉穂） ３年といわず早期にという長井議員のお考えのようでご

ざいます。私もできればもっともっと早くにできるのかなと考えておりました。

しかし、やはり杉風荘といえども、きちっとした村の施設であり職場でござい

ます。その職場で働く人方の気持ちと、本当に向き合って話を聞いてあげて、

そして進めていかなければならないと思っています。 

 村長だから、なんでも強制的にできるのだと、こう思われるかもしれません

けれども、決してそれでいい方向には私はいかないのではないのかなと、進め

る分野においては、やはり歩みを遅くすることも必要だけれども、意思は、こ

の任期中に必ずやるという強い気持ちでおります。それからまた、なぜ社協な

のかなという気持ちももっておられるようでありますけれども、この民間に、

他の町村の民間会社に移譲した場合、では村の今いる職員の人方が果たして守

られていくのかなと、それから、そこに納入されている業者、例えば村の業者

もおられる思います。そういった方々が、つまみ出される心配もございます。

もしそういった形で、やはり行政として守りながら、そしてまた育てるという

両方を兼ね備えてやっていかなければ、村の雇用も失われるのではないのかな

と。どうしても民間企業というのは営利企業であります。やっぱり間に合わな

いものからは撤退していきますし、まにうあうものにシフトしていくわけでご

ざいます。しかし、弱い立場の老人という福祉という面から考えますと、果た

してそれだけでいいのかなと。今、こういう施設の経費というものが、介護保

険法が変りまして、大変厳しくなっております。 

 杉風荘においても数百万が減額になるといわれております。また、社協にお

いても実際のところそのような状況でございます。本当に運営が厳しい、そう

いった中で、そこに働く人方がどれだけそれを理解しているのか、それを、こ

れから皆さんで共有して、そして力を合わせてこの施設、社協で杉風荘も運営

しながら、村の福祉の面を担って行ったもらえればありがたいなと、私はこう

考えて、それを進めていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（武石善治） ２番、長井君。 

○２番（長井直人） ありがとうございます。確かに、民間は営利企業であり

ますので、当然、村内業者には厳しい現状が待ち受けているかと思います。で

すから、基本的に現在の施設を民間に譲渡、売却するだけではなく、行政とし

て、これから高齢化がどんどん進みます。現在でも県内でも一番の高齢化率を
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誇る我が村ですので、高齢化村として福祉面への新たなる展開も含まして、再

度検討していただきまして、そういったところで、そういった村内事業者等の、

また職場の確保等していかなければ現在の我が村での生きていく術も、今のと

ころ見出せていない現状であろうかと思いますので、そういったところで村の

施策も必要ではないのかなというふうに考えております。 

 確かに、中田村長にとっては、自分の任期の４年間でということではあろう

かと思いますが、実際にこの民営化に関しては、その前から動き出しておりま

す。村長が変れば歩む道が変るというのでは、やはり行政たるものが進んでい

かないというところもありますので、前行政からの引き継ぎ案件、そういった

ものについては、そこから歩み始めるというようなところも、中には必要では

ないのかなと思いますので、これについては、議員当時の懸案事項でもあり、

そのころから話をしてきたことだと思いますので、残り３年といわず、できる

限り早期に検討して結果を出していただきたいなというふうに考えております

ので、再度お願いして４つ目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（武石善治） ２番、５番が残っているわけですので、ひとつ午前中に、

18 分ほどありますので、できるようでしたら午前中に終えたいと思いますが。 

○２番（長井直人） よろしければこのまま進めさせてください。 

 それでは、最後に５つ目の質問に入らせていただきます。高齢者を対象とし

た各種証明書等の発行をこあに電話（ＩＰ端末）を利用してできないものでし

ょうか。また宅配制度を確立できないものか、お伺いします。 

 現在、役場で発行している住民票等の証明書については、平日に電話で申し

込みして、土、日に渡すというシステムも取り入れられております。しかしな

がら、これら証明書の受け取りには本人に限られており、受領の際には運転免

許証などの写真付きの証明書により本人確認をしているそうであります。また、

印鑑証明書の発行の場合には印鑑登録証のカードも必要としております。確か

に、利便性は向上しているとはいいますが、高齢化率 48％を誇る我が村では、

もっときめ細かな行政サービスが求められていると思います。第１歩は利用促

進を求められいるこあに電話を有効に利用した方法で、申し込み事体をこあに

電話、カメラ画像を利用して受付をして本人確認と必要事項の確認を画像で済

ませ、あらかじめ指定した人に代わりに取りに来ていただいくシステムを構築

できないかどうか。これで本人が出歩く必要もなく、わずらわしい本人確認の

ための証明書類も自宅にいながら準備できる。またテレビ電話で確認できると

いうメリットがあります。お年寄りには更にやさしいシステムとなります。 

 第２歩として、先ほどのこあに電話による受付はそのままに更にサービスに

加え、人に受け取りを頼まなくてもよい宅配制度をプラスしてはいかがでしょ

うか。簡単なのは郵政事業所や宅配事業者を利用した代金引換発送ですが、金
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額がかかりすぎますので現実的ではありません。メール便や郵送でも代金の回

収の問題がありますので難しいでしょう。行政職員が配達して声かけをしなが

ら、コミュニケーションを図るというのは、小さな村の大きな利点であり、高

齢社会の行政サービスの到達点なのかもしれませんが、これも現実的ではあり

ません。そこで検討し利用したいのが、企業の地域貢献事業としての新たな取

り組みや行政サービスとの連携であります。 

 企業の中では、より企業イメージを高めるために利益云々ではなく社会貢献

としての投資や事業を展開しているところが増えてきております。そうした企

業と提携することにより、こうした行政サービスの向上や村民の日常生活にお

ける利便性の向上へとつなげることが可能となります。そこで今回は、郵政及

び宅配事業者と提携したサービス向上のための安価な宅配制度の確立を模索で

きないものでしょうか。 

 高齢化率 50％越えを目前に控えた我が村だからこそ、お年寄りが安心して生

活できる他にはできない新しいシステムの確立が必要であり、その足がかりと

しての第一歩として検討してみてはいかがでしょうか。 

 よろしくお願いします。 

○議長（武石善治） 村長。 

  （中田吉穂村長 登壇） 

○村長（中田吉穂） 長井議員の５つ目の質問にお答えしたいと思います。 

 各種証明書の簡易電話をつかった発行、宅配制度などを確立できないかとい

うふうなご質問でございます。証明書等発行依頼は、現在、電話でもできます

が、受け取りは本人に限っております。また、一部の証明書を除き、証明書の

受領の際には運転免許証などの写真付きの証明書の提示をお願いしております。 

 村が発行する証明書の中には、金銭の貸借等の手続きに使用されるものもあ

り、本人確認は重要な手続きと考えております。発行後のトラブル防止という

観点からも、現状では、こあに電話を使った目視確認のみで本人確認すること

に限界があり、実施はなかなか難しいのではないのかなと考えております。 

 また、宅配制度につきましては、職員や地域支援事業者等が宅配することに

なった場合、発行可能な証明書の種類、手数料の収納方法、行政コストを勘案

しながら検討していかなければならないものと考えております。 

 小泉内閣の時に、郵政民営化が発表されました。その時に民営化されれば、

郵便局で住民票も受領できるというふうなお話もあったような気がいたします。

しかし、それがなぜ頓挫になっていくのかと言いますと、やはりトラブル防止

があると思います。こういった行政は、やはり便利な中にお年寄りが、振り込

め詐欺とか、いろんな面でだまされたり、被害にあわれているということを、

全国的にも見受けられるわけであります。そうしたトラブルの防止も、便利さ
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の中からキチットうきあがらせていかなければならないものだと考えておりま

す。ただ、福島県の矢祭町、自立を選択した町ですが、そこでは確か役場の職

員が届けるというふうなシステムをもっているとも聞いておりますので、そう

いった面も調査しながら、まず村の職員の中できるものがあるのであれば、そ

ういった方面も考えて見たいなと思います。また、宅配事業者についてでござ

いますけれども、昨年の５月でしたか、私が当選してから、そういった宅配事

業者による福祉面、見回り面、それからこういったサービスのお話もございま

した。しかしながら、やはり費用がかかるわけです。民間でありますので無料

というわけにはいきませんので、その費用が果たしてこの年金生活者にとって

もつのか、安く上がっているのかどうか。そういった面も勘案しなければなら

ないと考えておりますので、まだこれからいろいろ検討加えてまいりたいと思

いますので、どうかよろしくお願いをいたします。 

○議長（武石善治） ２番、長井君。 

○２番（長井直人） ありがとうございます。先ほど村長からもお話がありま

したが、１例をあげてご説明いただきました。確かに、行政職員が届けていた

だければ、大変住民の方々も安心感もあり、行政サービスが行き届いている印

象もありますので、先ほども申し上げましたが、理想ではあろうかと思います。

まして我が村のような小さな村では、そういったサービスまでしていただけれ

ば、村民も非常に嬉しいのではないのかなというふうに感じますが、実際に役

場の職員がそこまでできる余裕があるかとなれば、かなり厳しいのではないの

かなというところもありますので、これは一長一短がありすぐにでもできるも

のでもないであろうと思います。 

 何よりも、こあに電話の有効活用が非常に大事な部分ではないのかなという

ふうに思います。画像では本人確認が難しいということで、村長はおっしゃい

ますが、実際には、画像で本人が出てくるのも当然ではありますが、各種証明

書もその場で提示して出していただきますので、そういったところでは非常に

安心感はもてるのではないのかなというふうに思います。確かに、それがカー

ドはあっても本人なのかどうか、それが職員がわかるかどうかとなれば、非常

に難しい問題がありまして、村民一人一人を把握できるかとなれば、そういう

ことは皆無であろうかとなというふうに思いますので、そういったところも当

然懸案事項であろうかと思います。 

 しかしながら、サービスの一環としては、こあに電話を有効的に使ったこう

いった形、また試験的にはそういった形、大事ではないというのはチョッと語

弊がありますが、悪用される危険性のない証明書から着手していってもいいの

ではないのかなというようなところもありますので、これから高齢化が進んで

いく我が村において、せっかくついたこあに電話をより有効に行政サービスに
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も利用できるように検討していっていただければ、大変ありがたいなというふ

うに感じております。 

 先ほど村長からは、宅配事業者からのそういった地域貢献の話もあったとい

うことでお話を伺いました。実際企業側ではそういった動きが出ているのも確

認のとおりだと思います。ただ、やはり営利を目的としないとはいえ料金は発

生します。そういった意味でのすり合わせも当然大事だと思いますし、こうい

ったものに関しては、宅配事業者といえども配達しっぱなしということはあり

ません。当然配達確認の通知等の利用もできますので、本人に配達したかどう

かという確認もしっかり取れるはずでありますので、そういったところも、せ

っかくそういった事業者からの話があったのであれば、提案として働きかけて

いくのも、また行政としての仕事ではないのかなというふうに思いますので、

ぜひとも、そういったところも有効利用して、今後のＩＰ端末、また高齢者の

利便性の向上に努めていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 これで一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（武石善治） ２番の一般質問が終わりましたので、暫時休憩したいと

思いますが、１時 20 分から本会議を再開したいと思いますので。よろしくお願

いしたいと思います。 

  12 時 08 分 休憩 

 

  13 時 20 分 再開 

○議長（武石善治） 午前中に引き続き会議を再開いたします。 

 次に７番、伊藤敏夫君の発言を許します。７番、伊藤君。 

  （７番 伊藤敏夫議員 一般質問席登壇） 

７番（伊藤敏夫） 私、伊藤は、職員の質を今まで以上に高めていただきたい

ということを念頭において質問させていただきたいと思います。 

 中田村長になって初めて正職員の採用をなされました。村の厳格な採用条件

を満たし、合格された４名が４月１日から赴任されることになっているようで

ございます。村民の負託に応える職員として立派な職責を担ってもらいたいも

のであります。 

 今、職員の一部には職務という認識の甘さから業務を疎かにしているのでは

ないかという指摘を受けている方もおられますが、認識が希薄であれば年齢が

ましたにいたしましても、また注意を喚起いたしましても、そう簡単になおっ

てくるものではないというふうに思われます。職務の基本をしっかり認識して

いただき、言葉の使い方や挨拶の仕方、ましてや村民との窓口業務における対

応姿勢等については、今後ますます問われることになることは間違いないと思
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っております。 

 また、県内における市町村間の厳しい競争力に前向きにチャレンジする精神

こそが、村の将来を大きく左右するものであると、その指導力を期待するもの

であります。 

 本日、午前中の村長の施政方針、行政報告にもありましたが、秋田県は、各

市町村から事業を提案してもらい、24 年度から５年間で総額 50 億円の地域活

性化に取り組む「未来づくり協働プログラム」の交付金を計上する方針が出さ

れております。当初予算には、プログラムの推進体制整備費として 213 万円を

盛り込んでいるようでありますが、地域の活性化がイコール県の活性化に繋が

るものと私はとらえております。 

 私は、先の一般質問でも申し上げておりますが、いろんな助成金やあるいは

交付金を活用して、我が上小阿仁村を活気付けようとする意気込みのある職員

の皆さんであって欲しいと望むところであります。 

 例えばでありますが、職員の中には次のようなことを考えていないだろうか

と思うことがあります。 

 その一つには、村民と一緒になってこの地域を掘り起こそうとする意気込み

等は、職員の業務ではないというふうに考えている方もおるのではないか。ま

た、そのような業務を導入したら自分の仕事が増えて、もう現在の状況でもい

っぱいいっぱいの状況であってパンクしてしまうというような考えの方もおら

れるのではないかと。そういうことも自分なりに考えるときがあるわけでござ

いますが、もしそのような考えをもっている職員が多くいるとしたならば、我

が村の将来発展というなのは非常に厳しいあるいは望めないものになるのでは

ないかと思っておるところでございます。 

 もしそのようなことであるとすれば、他の市町村に相手にされない細々の村

として、活気はないが職員の給料は当たり前にもらえる村として、その悪定評

を背にすることになるでありましょう。あくまでも村民の付託に応える村を発

展させようとする意気込みとやる気のある精神の職員をどう育成していくのか、

そのようなことを踏まえ、１つには今話しましたように新入職員教育の具体的

内容についてお聞きしたいと思います。２つ目には、現職員の資質向上におけ

る人材の育成について。今後、今までとは変った内容で進むべきであると、自

分なりには考え、そのようなこともお話いただければと思っておるところでご

ざいます。また再雇用されている現臨時職員への指導等についても。しかりで

ございまして、この３つを、今後、どのような形で指導、教育をしていくのか、

村長のお考えをお聞かせいただければありがたく思っております。よろしくお

願いいたします。 

○議長（武石善治） はい。村長。 
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  （中田吉穂村長 登壇） 

○村長（中田吉穂） 伊藤議員の、我が村の職員の資質向上についてというこ

とで、村長の考えを問うと、いうふうなご質問でございます。大変、村の将来

を心配したご質問であろうと考えております。 

 新規の職員につきましては、採用後、秋田県の自治研修所で新人職員が全県

から集まりして研修機関において、６月に前期として５日間、10 月に３日間受

講いたしております。これは上小阿仁だけでなくて、各自治体が同時に行って

いる研修でございます。主な内容は、公務員として覚えておくべき必要な心構

えと基本的な事項を研修するものであります。 

 その後は、秋田県自治研修所が年代別、また職責別に行う３年研修、主任研

修、監督者研修などを受講させているほか、個別の課題を研修する能力開発研

修なども受講させています。また、秋田県自治研修所以外に行う研修であって

も、必要性があれば随時研修させ、職員の資質向上を図りたいと考えておりま

す。 

 また、村独自のものとしては、各職場から１名程度を電脳管理人として委嘱

し、養成している取り組みがあります。情報通信技術やコンピュータ関係の技

能を必要とされている現状から、電脳管理人が情報通信技術向上を図り、その

成果を他の職員に伝えていくものであります。 

 臨時職員については、こうした制度的研修派遣はないわけでありますが、日

常執務における村民への対応のあり方等について、上司の指示や指導、文書、

庁内ネットワークを通じた諸連絡などで、随時その徹底を図っております。な

お、先ほど長井議員の質問にも答弁いたしましたが、村の雇用のあり方や杉風

荘移管による人事制度などの諸問題を総合的に検討するため、新年度において

庁舎に人事雇用検討委員会を設置したいと考えております。そういった中にお

いても、新しい人や、また中堅の人方のシキルアップを図っていきたいなと考

えております。 

 行政というのは、やはり村の明日に繋がる仕事を行っているわけでございま

す。そのために１人１人が常に上を目指して頑張っていくような、そういう取

り組みを目指していきたいなと考えております。 

 これは私がある席で申し上げた１つですが、聞け、見ろ、感じろ、動け、こ

ういう４つの言葉を私自身もいつも心がけております。聞けというのは、いろ

いろな人の話をとにかく聞かなければならないのだと。素晴らしいヒントや求

めている答えが聞く耳があれば必ず入ってくるのだということでございます。

そして見なさいと、よく見なさいというのは、その話は真実なのか、自分の目

で見なければならない、そして確かめなければならないと、自分の足と目で確

認するべきだと、こういう意味でございます。また、感じろというのは、いろ
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んなものを感じなさいよと、見たもの、聞いたものによって自分はどんな感じ

を受けるのか、そして、最後に動けというのは、それによって、自分はどんな

行動しなければならないのか、そういうふうな職員になっていただきたいなと、

私自身いつも思っております。多分、皆さん方からみればまだまだたりない面

が多くあろうかと思いますけれども、そういった面を重要視しながら、この村

の職員のレベルアップを図っていきたいと考えておりますので、どうかご指導

のほどをよろしくお願いいたします。 

○議長（武石善治） ７番、伊藤敏夫君。 

７番（伊藤敏夫） 今、村長の方からの答弁で、なるほど、私がしらなかった

内容も多々あるなと感じとったわけでございますけれども、やはりどちらかと

いうと、過去においては企業からあがってきたそういうトップの方というのは、

少なかったように、私は感じとっておるわけでございますが、村長は、そうい

う意味では企業の社長としてもやってきた方でもございますし、企業というの

は非常にそういう意味では手厳しいものがありまして、駄目であった場合にお

いては、もう退職させるというようなところまでやるのが、私も今まで企業に

おって、そういうものをみてきたわけでございますけれども、役場職員の皆さ

んにおいてはなかなか首にするというような内容はないわけでございまして、

それは採用の段階らいろんな諸条件があるものというふうに、私なりにはとら

えておるわけでございますが、例えば、仕事をしてもしなくても、年功がたて

ば、それなりの給料がもらえるあるいはあまり自分で無理に動かなくてもそれ

なりの生活ができるというような状況のものは、今後については、やはりいろ

いろと改善していかなければならない事項ではないかなというふうに思ってお

るところでございます。必ずしも、その辞めなさいとかあるいは減給させろと

いうようなもののみではなくて、常日頃のそういう自己評価とか、自分では今、

例えば、10 点であれば何点の立場にあるのかというようなものも、自己評価と

して出させる必要があるのではないか。 

 それから、他の市町村との人事交流といいましょうか、人事の派遣といいま

しょうか。そういうようなものも、今後についてはやりながら、お互いのみえ

ないところの状況も踏まえ合わせながら、切磋琢磨させるというようなものも

１つの方法ではなかろうかというふうに思っております。 

 そしてまた、上司というものについては、全て村長、副村長ではないと思い

ますし、やはり管理職にあたる課長の皆さん方もそういう内容を、同じような

立場の人方といろんな場に出て勉強してくるというようなものも必要でしょう

し、その個々の部下の評価を誰がやるのかというような面においては、上司と

して人材を、部下を育てていくというようなことも必要になってくるのではな

いかというふうに思っております。 
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 もう１つについては、新人職員が入りまして、何年かすれば課に異動すると

いうようなものについては必ずあるわけでございますけれども、その方々につ

いてはある程度、しいて言えば右も左も分からない状況の中において、１年そ

こらで異動させるというようなものについては、決して私はいいものではない

というふうに思っております。そういう意味で、必ずしも、その１年とか、２

年とかというようなものについては、何も言えないわけでございますけれども、

その人にはその人の特徴というものがあるわけでございますから、そこら辺の

人事というものについても、ただやれないから、人を別の方へ回してやるとい

うようなことのみは、人は育っていかないし、ただ、何とかぶらさがっていれ

ばいいというものでもないわけでございますから、そういうような点について

も、ぜひ今一度、過去の状況も踏まえ合わせながら改善していっていただけれ

ばいいなというふうに思っております。 

 人材育成に力を入れると、職員の資質向上のためには力をいれるのだという

ようなことは、必ずや将来良い結果が出てくるものであると、私は思っており

ますから、ぜひひとつそういう意味での日常の業務に追われるばかりの状況も

よりも、やはり、もう少しそういう将来の面を考え合わせながら、ご指導ある

いは研修というものに力を注いでいっていただければ、必ずや、いい結果が表

れてくるというふうに考えておりますので、ぜひそういう点も頑張ってやって

いただければなと、いうことを申し上げておきたいと思っております。 

 私の一番目の資質向上については、以上でございます。 

○議長（武石善治） ７番、今の答弁はいらないわけですか。はい、村長。 

  （中田吉穂村長 登壇） 

○村長（中田吉穂） 今、伊藤議員から、つまり職員が自己評価もしなさいと、

ただ人事の派遣も、他町村にも派遣したらどうかと。また、職場をあまりむや

みに動かすのもいかがなものかと、こういうふうなお話のような、ご質問のよ

うな気がいたします。 

 なるほど、自己評価というのも必要な面もあります。また、多分、自分で自

分は優秀な職員なのかと、自分でそれぞれの職員方が感じている面はあろうか

と思います。また、村民に対して、どのような対応をしたらいいのか、わかな

いというふうな職員もおられると思います。実際、私もそう感じています。こ

の村の職員の弱いところ、弱点というのは、私は、外に出て行って、そして多

くの方と話があまりできないのだと、限られた中で職場も大きな動きもあまり

しないと、異動させれば何となくはじかれたような、そういったような感覚を

もったり、本来、本当はそうではないのだと、やはりどこへ行っても上小阿仁

村なのだと、村の職員なのだと、知らないから人に聞くと、私は、この村長に

なってから常に私は上小阿仁村ですと、村長ですと、そして人の中に入って初
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めて人との意見の交流というのができるし、村では現状はこうなのだと、こう

いうことを言うことによって相手からも必ずかえってくる。一方通行ではなら

ないわけです。 

 村の職員も、できれば一方通行の職員ではなく、常に言葉を返し、いただく

と、返していただくというふうな姿勢をこれからもってもらいたいなと、そう

いうふうにしていけば村民との意思疎通というのも、どんどん深まっていくと

思うし、それがこの地域の明るさに繋がっていければなあと思っております。

もちろん、他の市町村に派遣もしたい。でも、今現実は職員が不足な状況であ

ります。ただ、平成 25 年、来年度からは県の方の後期高齢者の方に、事務局の

方に職員の派遣もしていかなければいけません。そういった意味で、派遣され

た時にキチッと仕事のできるような職員をつくっていかなければいけないと、

そう考えておりましたので、どうか、そういった意味のご指導もできればいた

だければなと思っております。 

○議長（武石善治） ７番、伊藤敏夫君。 

７番（伊藤敏夫） 簡単に申し上げておりますけれども、先ほど、聞けと、み

ろと、感じろと、そして動けと、非常にいい言葉であるなというふうに感動し

たわけでございますが、やはり、村長は当初、自分のいいところをのばすよう

にということで、私は、これがいいとかというものを出せと言った時があった

と思うのですけれども、それも本当に全員の皆さんが出したどうかは、今、私

も定かではないわけでございますけれども、皆で話し合って決めたことについ

ては、ぜひひとつ守りながら、職員の資質向上に努めていただければなという

ふうに思っておりますので、私どもが、ただ悪い場合の時だけものをいうとい

う考えは毛頭ありません。やはり褒めるとことができなければ、しかることも

できないのだというようなことになるわけでございますので、ぜひひとつそう

いう点に努め合わせて、全体がレベルアップできるように頑張っていただきた

いものというふうに思っております。 

 続いてでありますが、小阿仁川のいきものが減少している問題について申し

上げたいと思います。 

 放流のアユが、ここ２～３年生息が著しく減少しているのではないかという

村民のご意見もございました。そういう意味合いから小阿仁川でのアユ釣り人

が非常に少ないと、阿仁川から比べれば、本当に見えないというようなことも

聞きました。 

 それは阿仁川よりも小阿仁川の水が汚いのではないかと。生物も住めないよ

うな川になったしまったのでないかというようなこともお聞きしました。また、

小阿仁川で、多分沖田面の方のようでありましたのですが、コンクリートミキ

サー車が川で洗浄しておったというようなことも聞きまして、やはり、このよ
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うな状況ではいいものもどんどん水質が悪くなるというふうに感じとっていた

わけでございまして、今度はダムの方の上流の話もされまして、萩形ダム湖か

ら常時ガスみたいなものがぶくぶく上がっているところも見たと、あれは湖水

の底の材木等が腐ってそのガスが出ているのでないかと、魚も、夏分だと思う

のですけれども、浮いて、口をパクパクしているのも見たというようなことも

ありまして、そういう今まで我々も上小阿仁の川は、小阿仁川という形の中に

おいて、学校に行くと校歌の中にも入れるような、そういう川の名前が入って

いるわけでございますが、水が濁って生物も生息しないというようなことでは、

問題があるのではないかというようなことで、ぜひ聞いてくれというような話

があったわけでございますが、確かに、私どもが小さいころには、小阿仁川と

いうのは、１メートルそこらの底はみな見えてあった状況でありますが、今は

そういうような状況ではありません。どちらかというと川の石も泥が付着して

白い石も見えないというような状態であります。このような山間の閑静な里で

ありながら川の水が問題で魚も住めない小阿仁川であったならば、将来的には

人も住めない、そういう地域になってしまうのではないかという心配すらされ

るところでございます。 

 確かに、萩形ダムができまして、水量確保というようなものに、どちらかと

いうと目線がいっている昨今でございますけれども、今一度、そういう水質の

調査とかあるいは川のどろどろしたところのものを、水を汚さないような、そ

のような運動展開といいましょうか、そういうようなものもしてもいいのでは

ないかというようなことも伺いまして、これをぜひ議会で話してほしいという

村民の要望もございましたので申し上げているわけでございますけれども、１

つには、ダム湖の水質の調査、検証をしていただきたいものだと、これはもし

かすれば村の仕事でなくて、県の仕事だという形にもなろうかと思いますけれ

ども、そういうのがひとつでございます。 

 それから、先には大錠に何かも捨てていいというようなゴミが処分されたと

ころがあるわけでございますけれども、その中の下流と上流の水質の差という

ものについても、やはり調べておく必要があるのではないかということが、も

うひとつであります。 

 それから、各集落においても、集落のすぐ傍を川が流れていないところもあ

るわけでございますけれども、そういう小阿仁川沿いにあるところの集落の下

流、上流については、やはり調査しておく必要があるのではないかと、これに

ついては、下流と上流には差がありすぎるという場合においては、なぜという

形の中において調べる必要があるのではないかという内容でございます。 

 それから先ほども申し上げましたように、コンクリートミキサー車が洗って

おったと、川辺におりていって洗っておったというようなのを見たという方の
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お話でもありましたのですが、そういうところについては注意を喚起するとい

う意味のものも必要でなかろうかと、県の仕事であるかもしれませんけれども、

ただ、県の仕事だから、村はかまわないというふうな状態には、私はならない

だろうと、村の状況のものを、問題があるならば県に話して、県でやってもら

うとかいうようなものも必要でなかろうかというようなことでございまして、

確かに考えてみれば、我々小さいころは、１メートル以上も水の底が見えるく

らいの綺麗な小阿仁川であったわけでございます。石は白く見えたし、今、１

メートルの深いところで、石が綺麗に見えるというところではなくて、全部一

緒でないかというふうに思っているわけでございまして、そういう点からいき

ますと、川がこういう山間のところで、川底も見えない、１歩川に降りて歩け

ばどろどろしたものしか流れてこないというような状況は、何なのかと、これ

はダムができた関係だとは思うのですけれども、そういう点もないがしろにし

ないで、どんどんどやはりそういうようなものを、我々が小さいころに川で泳

いだ時のように、水が綺麗である、そういう村に戻してもらいたいものだなと、

ただ戻すというのは、なかなかそういう状況にはならないとは思うのですけれ

ども、ぜひそういう点も合わせてお考えいただければなというふうには思いま

すので、中田村長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（武石善治） 村長。 

  （中田吉穂村長 登壇） 

○村長（中田吉穂） 伊藤議員の、小阿仁川の生物が減少しているというふう

な問題についてのご質問でございます。 

 まず第１に、清流を取り戻したいのだという伊藤議員の熱い思いが根底にあ

るというふうに思っております。 

 萩形ダムは昭和 41 年に完成をしたわけであります。それから、やっぱり水量

不足、そういった問題によりまして、時の県議会議員でありました北林照助先

生が県議会で、この問題を取り上げ、そして上小阿仁村の議会、それから合川

町の議会を取り込んで、小阿仁川水系特別委員会なるものをつくり上げました。

そういった中で、少しずつですが、つい最近は、この毎秒５トンというふうな、

ダムからの放流を獲得しておりますし、また、先ほど、伊藤議員がおっしゃい

ました泡がぶくぶく出るというふうなこと。あれは多分落葉が湖底に沈んで分

解し、ガスが発生しているというふうな形が見られたことだと思います。 

 そのための改善策として、ダムのすぐ近くですけれども、酸素を供給し、底

から、水面から１メートル下のできるだけ綺麗な水を、現在は、小阿仁川に、

毎秒５トン放流されているというふうな状況でございます。 

 ご存知のように小阿仁川の水質環境につきましては、議会の小阿仁川水系対

策特別委員会、北秋田市と設けております小阿仁川水系対策委員会において、
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長年にわたり河川環境及び水質改善と保全、並びに水量の確保について、秋田

県と協議をし、杉花橋で毎秒５トンの水量の確保をいたしております。 

 さて、萩形ダムの水質と湖底の状況検証についてということでありますが、

ダム管理事務所に確認したところ、ダムに堆積する土砂の量、いわゆる堆砂量

ですが、隔年で堆砂量の測量を行っております。24 年度において測量をする予

定とのことであります。今のところ計画どおりの堆砂量で推移しているようで

あり、このまま測量を続け堆砂量の状況を確認していくとのことであります。

更に、ダムでは、選択取水を行っており、ダム湖の水面から１メートル下の一

番澄んでいるところの水を放流いたしています。 

 平成 23年度の秋田県環境白書によりますと、県内 96河川の 91水系について、

ＢＯＤ・生物化学的酸素要求量に係る環境基準を測定しており、小阿仁川につ

きましては、環境基準に適合しております。また、湖や沼につきましては、県

内 12 湖沼 12 水域でＣＯＤ・生物化学的酸素要求量に係る環境基準を測定して

おり、萩形ダムについては、残念な結果ではありますが、不適合となっており

ます。ちなみに、県内 12 湖沼 12 水域で不適合は７水域であります。 

 ダム管理事務所では、大雨等でダムが濁ってしまうと１週間から３週間くら

い濁りがとれないということであり、山の荒れ方がひどいせいなのかなとの見

方もありました。ダム下流に住む私たちの生活に密着している水でありますの

で、各関係機関と協議し、県へもダムの環境、河川環境の保全について要望し

てまいりますので、各議員におかれましてもご協力とご理解をお願いいたしま

す。 

 小阿仁川の水質については、毎年同じ場所での検査を実施してきております。

検査場所は、小阿仁川の８カ所となっております。萩形キャンプ場上流、元大

錠ごみ捨て場の上流と下流、南沢、沖田面、中山橋、杉花橋、羽立橋地点の水

質を検査しております。 

 水素イオン濃度、ＢＯＤ、ＣＯＤなど９項目の検査を行っておりますが、検

査結果は、元大錠ごみ捨て場の上流と下流を比較すると下流の方が若干高い値

となっておりますが、ほとんど変らない値となっております。また、元大錠ご

み捨て場の下流１カ所で、カドミウム、六価クロム等の有害物質の検査も行っ

ていますが、有害物質の検出はありませんでした。全般的な項目について、本

年度の調査結果と過去４年間を比較すると、ＢＯＤ及びＣＯＤが高めの値を示

したものの、その他の項目では、昨年より値が低下する傾向を示しております。 

 小阿仁川や支流における車の進入禁止看板の設置についてでありますが、河

川につきましては、全て村で管理するものではないことをご理解ください。 

 伊藤議員のおっしゃるように、小阿仁川で作業終了したコンクリートミキサ

ー車を洗浄していたとなれば、河川にコンクリートが流れることになり、河川
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水が強アルカリ性になり河川に影響を及ぼします。業者の方は、廃棄物処理法

によりコンクリートミキサー車を河川で洗浄するような行為はしないものと思

います。河川法第１条の目的に、この法律は河川について、洪水、高潮等によ

る災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持さ

れ、及び河川環境の整備と保全されるように、これを総合的に管理することに

より、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の

福祉を増進することを目的とする。 

 また、第２条の河川管理の原則等では、河川は公共用物であって、その保全、

利用その地の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行われなければな

らない。同条第２項には、河川の流水は，私権の目的となることができない、

とあります。 

 このように、何人も河川を利用してはいけないという制限がありませんので、

通行上危険であるとか、災害のために立ち入ることが危険であるなどの場合を

除いて環境面を考慮し、あえて河川への車両進入の看板を設置するということ

はいたしません。また、本流、支流への全ての河川に看板設置となりますと多

額の費用が必要になります。河川を利用する方の良識とマナーに期待いたした

いと考えます。どうかご理解をお願いいたします。 

 質問に全部答えているとは私思っておりません。生物などの調査、これに関

しては、残念ながら、今のところ調査したものがございませんので、なんとも

申し上げられませんけれども、ただ、私なりに見ますと、アユも結構いるよう

な気がしますけれども、そういった意味で、そんなには、昔よりは大分改善し

てきているのではないのかなと考えております。もし、小阿仁川水系の議員が

方々もおられますので、疑問点があれば、今年度 24 年度、小阿仁川水系、そう

いった中で県の方に要望されたらいかがかなと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（武石善治） ７番、質問時間がすくなっています。踏まえ合わせて、

７番、伊藤君。 

７番（伊藤敏夫） いろいろと大きな問題にすれば、大きな問題でしょうけれ

ども、今、そういう意見も、村民の中にはあるのだというようなことを踏まえ

合わせて、それを放置するというのではなくて、村が県に要請するものについ

てはする、村ができるものについては行使していくというようなことを、ぜひ

実施していただきますように、切にお願いして終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（武石善治） 次に１番、小林信君の発言を許します。１番、小林君。 

  （１番 小林信議員 一般質問席登壇） 

１番（小林信） ただ今、議長から発言の許可をいただきましたので、あらか
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じめ通告してありますことがらについて、お尋ねをさせていただきます。 

 昨年、３月 11 日、午後２時 46 分に発生した東日本大震災は、近年、私たち

が体験したことのない大災害をもたらしました。被災された方々や地域の皆様

方には、今現在も震災前の生活を取り戻そうにも、立ち上がろうにも、思うよ

うに進まずまだまだ時間がかかり、ご苦労されていることに対して、速やかな

復興を祈念するしだいです。 

 私たちは、この村、この地域が結果的に震災や災害の大きい、少ないの認識

だけで、ややをすると時を過ごしてこなかったかと考えなければなりません。

防災から次の災害に繋がらないようにするには、村は、現在どうあるのか、そ

して、減災への対応として進めているものがあるか、お話いただければと思い

ます。 

 震災だけが防災ではありませんが、あらためて地震から１年が経ち、これま

での防災対策上、同じような地震や、または他の災害が発生したときなどを想

定して、村は危機管理の上で危惧を有するものや、行政施設の機能として心配

なものの有無などはいかがなのでしょうか。また、他の自治体では、防災無線

とは別に、各学校や施設に気象庁が行う緊急地震速報の受信機を備えたところ

もあると聞きます。 

 村も老若男女、生活対応などを踏まえて、村は備品などの検証も、この１年

において行われてきたか、お尋ねいたします。 

 あらためていうまでもないことかもしれませんが、地域防災の基本的な考え

方のひとつとして、災害という本来は見えないものを何とか見ようとすること

で、今、ここで災害が起こった時に、私たちの地域は一体どうなるのかを考え、

どうなるのかが分かれば、どうすればよいか、今だからできることはないか、

そして前もってやっておくべきことはないか、を考えることができるのではな

いでしょうか。 

 昨年の地震では、長時間の停電が発生し、住民の中には明りや暖をとるのに

燃料の確保などに苦労された方も多数あったと思います。そのことを踏まえて

国は各自治体に発電機などの整備をいたしましたが、どこか流れによって整備

しましたねで終わったではすまない問題だと思われます。季節にとらわれず、

かりにどれくらいの停電が続けば、下水や公共施設などのどれが、また、住民

生活においてどのような障害を及ぼすと考えられるか、そのことにより、二次

災害への予測や心配や、それらの対策はどのようにあるのか、お尋ねをいたし

ます。 

 現実、私たちも災害対応時にどのような課題が発生するかを知ることも重要

ではないかと考えます。また、他の自治体の教訓を行政や私たちも学び、そし

て住民や子供たちも防災教育として触れて知ることも必要なことではないでし
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ょうか。他の自治体との意見の交換や調査なども行われたのでしょうか。防災

や防衛の基本は自助から始まるものだとお聞きします。 

 次に、上小阿仁村地域防災計画について、お尋ねをいたします。村、県、公

共機関及び住民がその有する全機能を有効に発揮して、村における防災対策を

実施することにより、村民の生命、身体及び保護することを目的とする、と示

されている平成 18 年３月に修正された上小阿仁村地域防災計画でありますが、

現在、その内容について見直しはあるのでしょうか。初歩的なことでは、当時

と人口の減少や事業所の数や行政の機構の変化や役割など多少の現実とそぐわ

ないものもあるでしょう。再点検と見直しとされているものはないのか、お尋

ねをいたします。 

 秋田県は、昨年の地震を受け、想定されていなかった、いわゆる想定外のこ

とを教訓に、これまでの県の地域防災計画の見直しに向けて作業を進めている

のではないでしょうか。24 年度中に一定の取りまとめをしたとして、仮に秋田

県が県地域防災計画を、平成 25 年ごろまでに改めるとするならば、村の防災計

画はどのようになるのか、それを待ってからするのか、または村は現在、何ら

かの作業があるのか、お尋ねをいたします。仮にあるとするならば、今後のス

ケジュールや住民とのかかわりなども含めて、村の地域防災計画についてお尋

ねをしますので、答弁をお願いいたします。 

 次に、防災にかかわる伝達についてお尋ねいたします。現在、村の防災に対

する連絡や告知は、既存の防災無線を主として、そのほかに広報車やＩＰ電話

などによって行われているものと思います。また、新年度からは、先ほどの施

政方針、行政報告の中でも新年度の事業予算として、防災広報無線デジアナ改

修工事とありましたが、部分的に老朽化しているものを抱えるている中での工

事は、財政面を考慮したとしても多少のリスクは、今後の課題となるものでは

ないでしょうか。しかし、そうした中において、今回の工事において、ＩＰ電

話と接続されることは、屋外向けの防災無線の告知が屋内のＩＰから知ること

ができるということだと思われます。 

 だとすれば、合わせて国からの全国瞬時警報システム、いわゆるＪアラート

と接続し、各ＩＰに連動されることだと思いますが、そのことだけでもひとつ

の進歩だと言えるのであります。今一度、Ｊアラートのことも、住民への周知

も必要となるかもしれません。今回お尋ねしますのは、村の防災の告知のシス

テムが、その他に検討されているものはあるのか、お尋ねをいたします。 

 まれに、自分自身も感じたり、たまに人から聞くのが、屋外でその時の場所

や風などのロケーションなどにより、防災無線の内容が多少聞きづらかったと

いう時もあるということであります。それは仕方がないことだとして済まし、

防災上の伝達として、現在十分だと判断するのでしょうか。本来、あまねく知
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らせたい相手には知らせ、また情報を知り得たいと望む相手には伝えるという

のが、防災や防犯というものの伝達しての重要性にあると思います。最近、ひ

とつの例として、携帯電話通信事業会社、例えば、ドコモなどが自治体との連

携によって、自治体からの避難情報や洪水などの災害情報を知らせるエリアメ

ールを採用しているところがありますことはご存知かと思います。 

 あらためてエリアメールのシステムの詳細に対しては、言及いたしませんが、

いわゆる配信エリアは、現在は、例えば契約したシェアその周辺といったエリ

アを対象とされているものとあり、また、例えば大館の人が移動して上小阿仁

に来ると、大館エリア外ですから、大館市からのエリアメールは受けられない

ことだと思います。現在、県内外の自治体では、このようなドコモのエリアメ

ールの運用と合わせて、独自にパソコンや携帯利用者の住民の希望者や、若し

くは、住民以外の希望者に対し、気象庁の地震速報や市や町の、いわば特化し

た防災、防犯対策情報を初めとするいくつかのメール配信を行っております。

県内でも 10 箇所ぐらいの自治体が運用されていることは、ご存知かと思います。 

 また、ある自治体では、防災無線で放送した内容が聞きにくかったこともふ

まえて、無線放送の内容の文章を同じく登録希望者にメール配信をしたり、配

信しなくても、同時にホームページの携帯サイトにも掲示するところもあると

お聞きしております。そのことにより、聞きにくかった防災無線の内容を、役

所に問い合わせるのではなく、自分からアクセスして開いて確認できるように

しているということだと思います。 

 また、私が利用しているドコモのサイトの東北の行政という欄のところの秋

田県版のところに、秋田県、モバイル秋田市、秋田県警情報とならんで、東成

瀬村の東成瀬ナビというサイトがあります。２、３年くらい前から、時々拝見

しておりますが、今年の冬は、東成瀬村、村内の４地点の積雪量を掲示してあ

ります。上小阿仁村の携帯の防災情報は、開設時から変っておりませんが。先

日、東成瀬村の役場の担当の方にお話を伺ったところ、防災メールの配信希望

者は、現在は多いとき言えないかもしれないが、しかし、３月 11 日の大震災の

直後には、新たな登録希望者があり、断定はできないが地元以外の方の登録も

一時的にあったかもしれないということでありました。 

 ここで、想像で物事を言うことは慎まなければならないことかと思いますが、

その役場の方と話をしている中で、日中、東成瀬村の外の職場で仕事をしてい

る方々も情報の手段として活用されたかもしれませんし、または、ふるさとを

気にかけた方々かも、登録したのかも知れませんということでありました。 

 さて、昨年の大震災では、村は停電によりＩＰ電話も、またコンセントから

電源を使用する家庭電話も機能できない状態にありました。人口は少ないとは

いえ、様々な場面や様々な行動の中で生活をしているのも現実かと思われます。
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また、今年度役場は停電対応に向け、庁舎の非常用発電装置改修工事を行い、

間もなく完成すると思われます。このことにより、役場の非常用発電は、これ

までの数倍長くなるものになると思います。災害時の自治体業務の要諦のひと

つに、通常通りのサービス水準を断続するという業務が初めにあると思います。

そうした中において、村の防災の伝達についての考え、ご答弁をお願いいたし

ます。以上です。 

○議長（武石善治） 村長。 

  （中田吉穂村長 登壇） 

○村長（中田吉穂） 小林議員の村の防災対策についてのご質問にお答えして

まいりたいと思います。 

 最初に、東日本大震災において、２万人を超える方々が亡くなったり、行方

不明になっております。心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。 

 また被災地の１日も早い復旧、復興を願うものであります。 

 さて、県では防災対策の強化のため次期総合防災情報システム整備基本構想

を各市町村を対象にして策定中でございます。 

 地震についての見直しについては、県で、地震被害想定調査検討委員会を経

て、平成 25 年度に地域防災計画の前面的な見直しを予定しておりますので、こ

れに合わせて村も防災計画を対応したいと考えております。 

 また、日常生活において、停電になった場合、すべてがストップしてしまう

ことから、その対策と強化を図っているところでございます。公共施設につい

てしは、自家発電機の整備を充実させていただいております。役場、杉風荘に

ついては、老朽化したこともあり、本年度の整備となっております。保育園に

ついては、保育所整備等特別対策事業補助金を活用して、停電の際に冷蔵庫、

炊飯器、ストーブ等が稼動できる能力の発電機を整備しております。 

 また、各集落の避難所については、市町村地震防災対策緊急交付金を活用し

て、ストーブ、テレビ、パソコン、投光器等が稼動できる発電機を購入して無

償貸与しております。いずれも燃料の供給があれば、不十分ではありますが、

ある程度の停電に対応可能かと考えております。 

 災害の際に避難所として使われる学校につきましては、学校が作成した危機

管理マニュアルの中で、避難所として使われることを想定した対策を検討して

おります。また、国の再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業で、

平成 27 年度に、学校に太陽光発電システム及び蓄電池を設置し、避難所として

の機能を高める予定でございます。 

 停電時の際の簡易水道につきましては、停電時に配水池に水かいくらあるか

で違いが出てきますが、３日間程度は使用できると見込んでおります。 

 また、下水道につきましては、処理場での汚泥貯留の限度は３日間程度とな
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っております。電源が長時間失われる事態は避ければならないため、昨年の震

災時は村内の建設業者から発電機を借りる準備をいたしました。こうしたこと

から、地元建設業協会との災害時における協定を早期に締結しなければならな

いと考えております。 

 災害時の対応については、消防、警察、部落住民、民生児童委員とのご協力

はもちろんですが、東北電力との協定や携帯電話会社との連携によって、村民

への情報提供を考えております。近年普及している携帯電話のエリアメールに

よる一斉通報についても協議をしているところでもございます。 

 なお、来年度予算には、災害時にかかりにくくなる電話を優先的にかけるこ

とができる公衆電話を３カ所設置することで予算計上しております。これは役

場と学校と沖田面の若者センターに予定しております。村ホームページ携帯電

話サイトの内容は十分だとは思ってはおりませんが、現在、総務課のみで行っ

ているホームページ更新を、担当課が独自に更新できるよう職員の研修を進め

ておりますが、携帯電話サイトについても併せて取り組みを進めてまいります。 

 去年の災害時においては、食糧の備蓄、それから避難所生活というところま

で、我が村は、まだ考えてはおらないというふうな状況の中で発生しておりま

す。最近、各地域の防災などを見ますと、やはり女性の立場からの提言が必要

ではないか、いろいろな面で備蓄に関しても、赤ちゃんのミルクが必要だとか、

オムツが必要だとか、そういった面で我々行政側の一方的な感覚だけではなく

て、総合的な意見を集めながら進めていく必要があると考えております。そう

いった意味で、昨年、下五反沢で自主防災組織に向けた取り組みが行われまし

た。こういった例を各地域で、集落で取り入れて、そして自分たちの地域は自

分たちで守っていくのだと、そういった感覚が私はこれからの防災対策として

一番重要ではないのかなと、そういった取り組みに対して、行政としてどうい

う支援ができるのか、これを考えてまいりたいなと考えおるところでございま

す。 

 なかなか小林議員の質問の中身まで入っていけないという点もございますけ

れども、現在まで、村が独自に災害に対して取り組みを変えて考えてきたとい

うことは、今のところありません。県と一緒になって対策をしていくと。なぜ

か言いますと、独自にやっても県からまたすぐ変更を求められるわけでござい

ますので、そういった意味では、今回は想定外の地震、それから原発の被害等

ありますので、いろいろなものを加味しながら、そして周りの、また村の住民

の意見、そういったものも聞きながら進めてまいりたいなと思っております。 

 いずれ、こういう防災関係というのは、ひとつできたから、それで安心でき

るというものではないと思います。常に改善、改革をしながら住民の意識を高

めていくことが最重要ではないかなと思っておるしだいございますので、どう
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かそういった面で議員の方からもいろいろな意見があります。そしてこういう

事例があるよということがあったら、そういったものを取り入れながら、でき

るだけ完全なものに仕上げていければなと思っているところでございます。ど

うかよろしくご指導のほど、お願い申し上げます。 

○議長（武石善治） １番、小林君。 

１番（小林信） ご答弁ありがとうございます。先ほど、村長が防災に関して、

これでいいということはないということでありましたので、私もそういう意味

も含めて、だから１、２、３へという非常事態の伝達方法の話として、先ほど

のメールとか、携帯電話の話をさせていただきましたので、それを今やるかや

らないかという話ではなくて、ひとつこういう例もほかにあるということを、

今後村づくりに参考にしていただければと思います。 

 あと、施設の電源に関して、村内の建設業者さんから発電機を借りるという

ことになりそうだったので、今年は協定を結ぶという話になりましたけれども、

もしそうであれば、それ程力強いことはないわけでありますけれども、村は、

そのほかに現在協定を結んでいる団体や協会があると思います。その中のひと

つに、広報に載っていたのが北鹿電気工業協働組合さんとの防災の協定が載せ

ておりました。その文の中のひとつに気になったというか、それにこしたこと

はない嬉しいことだと思ったのは、村が組合に災害復旧要請をした場合は、速

やかに必要な応援を受けられることになります、とありました。本当にお願い

すれば速やかな応援を受けられる。これほどありがたことはないわけでありま

すけれども、その協定の内容は、私たちは、細部に関して拝見したことはござ

いませんけれども、そういう協定をしている自治体にちょっとお尋ねした時に、

うちの方では、防災に関しても全部公開、住民が見るか見ないかは分からない

けれども、ホームページの行災情報のところに協定先の相手、協定の内容も全

部開示してあります。 

 その中にひとつの例として載っていたのが、これは多分東北電力さんとの協

定の内容だと思うので、どこも同じかもしれませんが、必要に応じて社員を派

遣されると、ですから、していただくにはこちら側にもという心がまえを持た

なければいけないという意味で、土砂災害や倒木などで公道が通行不能となり、

電力復旧作業に支障した場合は、そこの自治体は迅速な道路復旧作業に自治体

事体も努めるということです。ですから、何かもしていただく側でなく、して

いただく側もそれに対して、これだけのことはするという協定になっていると

いうことだというそうです。 

 もしそういう内容となっているとするならば、よろしいのですが、今後、支

援を受ける側において、何でもやっていただくからやっていただくではなくて、

受け入れる自治体側の心構えも相手に示すことも必要ではないかと思います。 
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 併せて、うちの村は姉妹提携都市というのはないですが、自治体間の支援協

定を結んでいるところも多々あると聞いております。多分、うちの村の場合は、

昨年全県一律に秋田県と各自治体が結んだ協定だけかと思いますが、ところに

よっては広域圏によって、隣りの自治体と組んで、片方が駄目だった場合は、

その広域圏の中で、うちの方が被害がない場合は、重機や物資は支援として貸

し出すという協定を結んでいると聞いています。相手があっての話ですが、前

田で洪水が起きた時に、上小阿仁村も何らかの形で支援出来ることを結んであ

れば、また別のこともあったのかなと。また、過ぎてからですけれども、そう

しいう支援の関係を互いに持っていくこと、また必要ではないかと、そういう

ことで自治体間の協定ということも、その辺は考えられるか、お尋ねをします。 

○議長（武石善治） はい、村長。 

  （中田吉穂村長 登壇） 

○村長（中田吉穂） お答えしたいと思います。小林議員のおっしゃっること

はよく分かるわけですけれども、自治体間の協議といいますか、協定と。例え

ば同じような災害が起きた時に、では村で、隣りのところまで同じレベルで支

援ができるか、これがひとつのネックになろうかと思うのです。大きさが違い

すぎれば、向こうから来た場合はどんどん来る。でも、こちらからは行けない、

今回の東日本大震災、この時に多分私はそちら側におりました。その時に、行

政になぜ１人でも２人でも被災地に派遣できないのか、こういう質問を前に村

長にした記憶がございます。 

 その時に、いや、やってやりたいのだと、でも村の行政が今人がいないと、

行政の割振りできるだけの人員がいないのだと、そういう中で保健師が１人行

きましたが、やれるところしかできないわけです。ある程度自治体に体力があ

れば、そういったことも可能であると思いますけれども、借りるだけ借りて、

お返しができないというのであれば、もの凄く私は負い目を負う、そういう感

じがします。できるだけ、本当であれば、こちら側は山の村ですので、海辺の

町とかと協定を結びたいわけです。果たして、それが私方にできる範囲でよろ

しいのかなと、そういうのであれば相手とも交渉しなければなりません。それ

ができるのであればどんどんそういう面もやってあげたいなと思いますけれど

も、現状のところこういったものも調査をして、相手に迷惑をかけるような形

ではできないかなと、できませんので、そこら辺をもう少し行政中で検討加え

てからお返事できればなと思います。 

 小林議員のご質問に回答としてはならないわけですけれども、ただ理想論だ

けでは、私はできませんということだけは、はっきり言っておきます。 

○議長（武石善治） １番、小林君。 

１番（小林信） 答弁ありがとうございます。理想論ということでは応えられ
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ないと、多分そうだと思いますけれども、広域圏で比較的近いところでも、貸

せるものは貸す、支援という形で協定を結んでいるところもあるので、あまり

杓子定規に硬く考えないで、去年の災害が起きた時は、ほんの一瞬は日本人は

つらい中にも、チョット優しくなった時があった思うので、そういう気持ちを

どうかもっていただければなと思っております。 

 これは質問ではありませんけれども、最後に地方自治体の災害対応というこ

とで取りまとめた文書というのがあり、チョット古いのですけれども、自然災

害は発生頻度が少ない上、個々の災害には発生時期、種類、地域等により個別

性が高く、一般的な災害対応の教訓が得られにくいうえ、担当職員も定期的な

人事ローテーションで異動していくため、経験が蓄積しにくい。そのため災害

発生時のみならず、模範訓練においても、情報処理や対応で混乱が生じている

自治体が多いという、まとめた文書がありました。 

 昨年の災害が起きて、村長もご存知かと思いますが、おさまった瞬間、まず

役場の下におりて、私らはラジオがあるか、ラジオあるか。職員もどうしてい

いか分からない状態で、ラジオは恐らく５、６分は出こなかったと思っていま

す。そして、皆で駐車場でラジオを自分の車で聞き、ことの重要さを知ったと

いう記憶があります。 

 今日は、３月 11 日に向けて、こういう質問をさせていただきましたけれども、

各集落にものは配置した、あとはよろしくねということではなくて、ひとつそ

の辺のことを随時、口をすっぱくして言いますけれども、言われなくても分か

るというかもしれませんけれども、その辺のところは随時確認していただけれ

ばなと思います。 

 最後に被災された飯舘村の村長さんで、菅野さんという方がいらっしゃるの

ですが、この方は行政にマディーライフというので村内のいろんな行事をやっ

ているそうです。マディーライフというのは、いわゆる、までな、ライフとい

うことだそうですが、その中の町のイベントの中にマディーライフピンポンラ

リー大会というのがあるそうです。災害とはチョット話がずれますか、普通ピ

ンポン大会は相手を倒して終わる、勝つ、進んでいく卓球だそうですけれども、

その方がやっているのは、夫婦の部、親子の部でどこまでラリーを長くやって

いけるかという。男は、私みたいなのは単純ですから、途中、きついサーブを

打ってしまう。そうすると外野から 30 数年連れ添った夫婦が、そういう陰気な

試合するのかと冷やかされるそうなのですけれども、どうか、例えが悪いわけ

ですが、こういう自治体でそういうものを配備したならば、配備して終わりで

はなくて、いざとなった時に使えるのかということを、集落側にも関係しなが

ら行政側もせっかくいただいたお金で整備したものですから、そういうことを

一言望んで、私の発言を終わらせていただきたいと思います。 
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 ありがとうございました。 

 

○議長（武石善治） 次に３番、齊藤鉄子君の発言を許します。３番、齊藤君。 

  （３番 齊藤鉄子議員 一般質問席登壇） 

○３番（齊藤鉄子） 質問事項でございますが、認知症を学び地域で支えるサ

ポーターの養成のすそ野を広げてはという題でございます。 

 高齢化率全県一位の我が村にとって、誰がもが無関心でいられないのが認知

症であります。尊厳をもって最期まで自分らしくありたい。これは誰もが望む

ことでありますが、この願いをはばみ、深刻な問題になっているのが認知症で

す。超高齢化社会を迎えようとする日本にとって、まして、高齢化率全県一位

の我が村にとって最重要課題のひとつあると思います。 

 認知症は誰にでも起こりうる脳の病気によるもので、85 歳以上では、４人１

人にその症状があると言われております。現在は、日本で約 210 万人ですが、

平成 52 年には 400 万人程度まで増加することが予想されております。 

 認知症の人が記憶障害や認知障害から不安に陥り、その結果、周りの人との

関係が損なわれることもしばしばみられ、家族が疲れ切って共倒れしてしまう

ことも少なくありません。しかし、周囲の理解と気遣いがあれば、穏やかに暮

らしをしていくことは可能であります。そのためにも地域の支え合いが必要で

す。 

 誰でもが認知症についての正しい知識をもち、認知症の人や家族を支える手

だてを知っていれば、尊厳ある暮らしを皆で守ることができます。我が村では、

声かけサポーター研修を５回行い、皆が支え合っていくための絆の再生や自殺

につながる孤立を予防するための身近な相談者を育成しているのは、大変大事

なことだと思います。そこで対象を一般の人だけでなく、すそ野を広げて小、

中学生にも学習する機会を作り、知識を深めてもらうようにしたらどうでしょ

うか。 

 子供からお年寄りまで、お互いがお互いを支え合うという地域で、本当の支

え合いの絆に繋がると思うのですが、いかがでしょうか。 

 村長、よろしくお願いいたします。 

○議長（武石善治） はい、村長。 

  （中田吉穂村長 登壇） 

○村長（中田吉穂） 齊藤議員の認知症、すそ野を広げではどうかというふう

なご提言でございます。 

 先ほど齊藤議員もおっしゃっておりましたが、声かけサポーター研修会は、

昨年 11 月から１月まで５回開催し、延べ 330 人の参加がありました。大変関心

をもって参加していただいて、本当に感謝申し上げたいと思います。心の健康
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づくりのために秋田大学の佐々木久長先生をはじめ認知症キャラバンメイトの

児玉美幸先生などに講師を務めていただきました。 

 声かけサポーター研修は、心の不安の軽減を図りながら、住みやすい地域づ

くりを進めるために、みんなが支え合っていく絆を再生することを目的として

行われております。参加者には、研修の成果を活かして、声かけ見守りボラン

ティアとして、住民に声かけをしていただきたいと思っております。 

 さらには、声かけサポーターや郵便局、新聞配達者、商店等の連携によって、

地域見守りネットワークの構築をできないのかと検討をしているところであり

ます。これは、１人暮らし老人世帯や老老世帯、障害者等の巡回を民生児童委

員、保健師、看護師だけでは、不十分であることを認識しているからでござい

ます。日常生活において異常な行動に気がついた時や新聞、郵便物が溜まった

等について、随時、役場に情報提供をしていただき、不幸な人を事前に予防防

止することをねらいとしておるものでございます。そういった意味で今後とも

住民、そしてまた議員のご指導、ご協力をよろしくお願いを申し上げます。 

 さて、小、中学生にも道徳の時間などで学習する機会を作ったらどうかとい

うふうなご提言でございます。小、中学校においては、各学年の道徳の指導計

画が年間 35 時間にわたって指導内容の項目が定められており、その計画にそっ

て学習が進められてきております。その項目の中に生命の尊重、思いやり、家

族愛、生きる喜び等が盛られており、認知症については特にふれられておりま

せんが、心を豊かにする道徳の時間の充実が図られております。 

 したがって、ご提言の趣旨は十分浸透しているものと考えております、とい

うのが私の考えでございます。 

 ただ、認知症という、子供たちに、これが十分に理解できるのかな、こう言

いますとなかなか難しい面もあるのではないのかな。一般の人においても認知

症というのは、異常な行動を起こすということが言われております。それが、

はたして子供たちが、、この人が病気だから、こうしよう、ああしよう、言って

できるのかな、そこら辺が少し大人でも難しいものを、子供さんにどういう影

響を与えるのか、また、認知症の方にとって子供からどういう影響を受けるの

か、これがまだはっきりとしたデータもないし、分からないわけです。もし悪

影響及ぼすのであれば、また大変なことになります。ただ、私がいろいろ調べ

ている中で回想法というのが認知症にいいということは聞いております。これ

はアメリカの精神科医がやっていることで、日本でもあっちこっちでやってい

るわけですけれども、昔の一番その人の輝いた時、例えば、15 歳から 20 歳ま

でのその記憶を呼び覚ます、そういうことが、その人の眠っている忘れてきた

記憶を蘇えらせるというふうに取り組んでいる地域がいっぱいあります。 

 そうしたいい時の話を自慢話も何でもいいからいっぱい話させる。そのこと
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によって、その人の認知症というのを進めることを遅せたり、その人が輝いて

元気になっていく、そういう姿が見られるというふうなことがございますので、

もし、この地域でもそういった取り組みができるのであれば、そういったこと

に挑戦していければなと考えております。そういった面で皆さんにも、いろい

ろ婦人会や議員の方々にもご指導願いたいし、協力もしていただきたいなと思

っているところです。 

 齊藤議員のご質問に何か答えられない面もありますけれども、でも、いろい

ろな話をしながら、いろんな方法があるのだなということをご理解いただけれ

ばありがたいなと思います。 

○議長（武石善治） ３番、齊藤君。 

○３番（齊藤鉄子） ご答弁ありがとうございます。認知症の勉強会に参加し

まして、そういう勉強、知識を得ることで、その見方がすごく変ってくると思

うのです。それで、子供たちも核家族化が進んでいまして、家族で年寄りがい

た家は、こうなのだというのはだいたい分かってくると思うのですけれども、

今核家族化が進んでいますので、そういったことも知らずに育ったりする。も

ちろん学校ではそういう学習の場で優しい気持ちとか、思いやりの気持ちとか、

勉強していらっしゃるとは思いますけれども、こういったこともビデオをみた

り、じかにふれたりすれば、もっと身近に、ましてこの村では高齢化が進んで

おります。チョット変な認知症の人が道路を徘徊して歩いたりしても、優しい

気持ちになって、変な人だとか言わないですぐ連絡したり、情報を提供したり、

そういったことができるのてはないかなと思って質問したわけですので、そこ

ら辺よろしくお願いいたします。皆なが支え合って本当に子供からお年寄りま

で支え合っていければ、すごくこの村がいい村になるのではないかなと思って

おります。現在もいい村だとは思いますけれども、また、さらにいい村にする

ためにも、少ない人口ですけれども、人口の少なくなる中でもここに住んでい

る人たちが、お互いに支え合っていければもっといいのかなと思っております

ので、これで私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（武石善治） これで一般質問を終わります。 


